
政
令
第
百
二
十
八
号

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
関
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
三
中
「
第
七
条
の
五
第
一
項
（
生
鮮
等
牛
肉
及
び
冷
凍
牛
肉
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
）
に
規
定
す
る
生
鮮
等

牛
肉
及
び
冷
凍
牛
肉
（
同
法
第
七
条
の
八
第
一
項
（
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
特
定
の
貨
物
に
係
る
関
税
の
譲
許
の
修
正
）

に
規
定
す
る
修
正
対
象
物
品
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
法
」
を
削
り
、
「
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の

緊
急
措
置
」
を
「
豚
肉
等
に
係
る
特
別
緊
急
関
税
」
に
、
「
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
並
び
に
同
法
第
七
条
の
八
第
一
項

」
を
「
豚
肉
等
（
同
法
第
七
条
の
八
第
一
項
（
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
特
定
の
貨
物
に
係
る
関
税
の
譲
許
の
修
正
）
に
規

定
す
る
修
正
対
象
物
品
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
同
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
三
中
「
並
び
に
海
上
」
を
「
、
海
上
」
に
改
め
、
「
公
用
船
」
の
下
に
「
及
び
公
用
機
並
び
に
自
衛
隊
の
船



舶
及
び
航
空
機
」
を
加
え
る
。

附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

法
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出
は
、
と
ん
税
法
附
則
第
六
項
に
規
定
す
る
外
国
貿
易
船
が
同
項
に
規
定
す

る
国
際
戦
略
港
湾
に
入
港
し
た
と
き
に
、
法
第
十
五
条
第
三
項
（
入
港
手
続
）
の
入
港
届
の
提
出
に
併
せ
て
行
う
も
の
と

す
る
。

４

法
附
則
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
項
に
規
定
す
る
外
国
貿
易
船
が
同
項
に
規
定
す
る
国
際
戦
略

港
湾
に
入
港
す
る
日
前
百
二
十
日
以
内
に
出
港
し
た
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
（
メ
キ
シ
コ
以
南
の
地
域
を
除
く
。
）
又
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
大
陸
（
ロ
シ
ア
（
ベ
ー
リ
ン
グ
海
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
及
び
日
本
海
を
含
む
太
平
洋
に
面
す
る
地
域
を
除
く
。
）
を

含
む
。
）
の
港
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
港
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

後
に
出
港
し
た
特
定
港
及
び
当
該
特
定
港

を
出
港
し
て
か
ら
当
該
国
際
戦
略
港
湾
に
入
港
す
る
ま
で
の
間
に
寄
港
し
た
港
の
港
名
と
し
、
当
該
外
国
貿
易
船
が
当
該

国
際
戦
略
港
湾
に
入
港
す
る
日
前
百
二
十
日
以
内
に
特
定
港
を
出
港
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
国
際
戦
略
港
湾
を
出
港
し

て
か
ら

初
に
入
港
し
よ
う
と
す
る
特
定
港
及
び
そ
の
入
港
前
に
寄
港
し
よ
う
と
す
る
港
の
港
名
と
す
る
。

附
則
第
五
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
を
削
る
。



（
関
税
定
率
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
七
十
七
条
」
を
「
第
七
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
第
十
三
号
を
同
条
第
十
四
号
と
し
、
同
条
第
十
二
号
中
「
第
七
十
七
条
」
を
「
第
七
十
八
条
」
に
改
め
、
同

号
を
同
条
第
十
三
号
と
し
、
同
条
第
十
一
号
を
同
条
第
十
二
号
と
し
、
同
条
第
十
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
条
第
九
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

法
の
別
表
第
三
六
○
三
・
○
○
号
の
一
に
掲
げ
る
イ
グ
ナ
イ
タ
ー

第
五
十
八
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
十
一
号
ま
で
」
を
「
第
九
号
ま
で
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
十
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、

同
項
第
五
号
中
「
第
十
一
号
ま
で
」
を
「
第
九
号
ま
で
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
に
、
「
同
条
第
十
二
号
」
を
「
同
条

第
十
三
号
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
中
「
第
七
十
五
条
か
ら
第
七
十
七
条
ま
で
」
を
「
第
七
十
六
条
か
ら
第
七
十
八
条
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
を
第
七
十
八
条
と
し
、
第
七
十
六
条
を
第
七
十
七
条
と
し
、
第
七
十
五
条
を
第
七
十
六
条
と
し
、
第
七
十
四



条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
自
動
車
の
部
分
品
の
指
定
）

第
七
十
五
条

法
の
別
表
第
三
六
○
三
・
○
○
号
の
一
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
自
動
車
の
部
分
品
は
、
エ
ア
バ
ッ
グ
ガ

ス
発
生
器
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
引
つ
張
り
固
定
器
用
ガ
ス
発
生
器
又
は
歩
行
者
衝
撃
緩
和
ボ
ン
ネ
ッ
ト
上
昇
装
置
用
ガ
ス
発

生
器
と
す
る
。

（
と
ん
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

と
ん
税
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
及
び
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

法
附
則
第
六
項
に
規
定
す
る
国
際
基
幹
航
路
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
項
に
規
定
す
る
国
際
戦
略
港
湾
と
北
ア
メ

リ
カ
大
陸
（
メ
キ
シ
コ
以
南
の
地
域
を
除
く
。
）
又
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
（
ロ
シ
ア
（
ベ
ー
リ
ン
グ
海
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海

及
び
日
本
海
を
含
む
太
平
洋
に
面
す
る
地
域
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
の
港
と
の
間
の
航
路
と
す
る
。

５

法
附
則
第
六
項
に
規
定
す
る
国
際
戦
略
港
湾
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四

号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
港
湾
の
う
ち
、
京
浜
、
大
阪
、
神
戸
、
名
古
屋
及
び
四
日
市
と
す
る
。



（
特
別
と
ん
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

特
別
と
ん
税
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

法
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
国
際
基
幹
航
路
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
項
に
規
定
す
る
国
際
戦
略
港
湾
と
北
ア
メ

リ
カ
大
陸
（
メ
キ
シ
コ
以
南
の
地
域
を
除
く
。
）
又
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
（
ロ
シ
ア
（
ベ
ー
リ
ン
グ
海
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海

及
び
日
本
海
を
含
む
太
平
洋
に
面
す
る
地
域
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
の
港
と
の
間
の
航
路
と
す
る
。

３

法
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
国
際
戦
略
港
湾
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四

号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
港
湾
の
う
ち
、
京
浜
、
大
阪
、
神
戸
、
名
古
屋
及
び
四
日
市
と
す
る
。

附
則
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
削
る
。

（
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
四
号
中
「
戦
略
的
な
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
チ
リ
共
和
国
と
の
間
の
協
定
」
の
下
に
「
（
第

十
条
の
四
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
チ
リ
共
和
国
協
定
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
三
号
中
「
経
済
上
の



連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
ペ
ル
ー
共
和
国
と
の
間
の
協
定
」
の
下
に
「
（
第
十
条
の
四
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
ペ

ル
ー
共
和
国
協
定
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
条
の
三
第
一
項
中
「
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
及
び
法
第
七
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
」
を
「
及
び
同
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
に
お
け
る
」
に
、
「
（
法
第
七
条
の
三
第
一

項
た
だ
し
書
」
を
「
（
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
四
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
七
条
の
六
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
七
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
」

に
、
「
と
す
る
。
」
を
「
（
当
該
経
済
連
携
協
定
の
う
ち
二
以
上
の
経
済
連
携
協
定
が
当
該
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず

る
と
き
は
、
当
該
日
の
う
ち

も
遅
い
日
）
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
同

項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
一
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
及
び
第
二
号
と
し
て
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一

チ
リ
共
和
国
協
定

二

ペ
ル
ー
共
和
国
協
定

第
十
条
の
四
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
第
七
条
の
六
第
五
項
」
を
「
第
七

条
の
六
第
三
項
」
に
、
「
第
七
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
七
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
「
生
き
て
い
る
豚
又
は
」
を
削
り



、
「
と
す
る
。
」
を
「
（
当
該
経
済
連
携
協
定
の
う
ち
二
以
上
の
経
済
連
携
協
定
が
当
該
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る

と
き
は
、
当
該
日
の
う
ち

も
遅
い
日
）
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
同
項

第
四
号
と
し
、
同
項
第
一
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
及
び
第
二
号
と
し
て
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一

チ
リ
共
和
国
協
定

二

ペ
ル
ー
共
和
国
協
定

第
十
条
の
四
第
六
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
第
七
条
の
六
第
四
項
第
一
号
」
を
「
第
七
条
の
六
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
第
二
項
に
係
る
」
、
「

若
し
く
は
重
複
期
間
の
開
始
の
日
」
及
び
「
生
き
て
い
る
豚
及
び
」
を
削
る
。

第
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
令
和
元
年
度
」
を
「
令
和
二
年
度
」
に
、
「
平
成
三
十
年
度
」
を
「
令
和
元
年
度
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
お
い
て
」
の
下
に
「
読
み
替
え
て
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
協
定
」

を
削
り
、
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
」
を
「
当
該
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
第
七
条
の
六
第
六
項
」
を
「
第
七
条
の
六
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
又
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
協
定
」
及
び
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
る
。



第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
八
条

削
除

第
十
九
条
第
一
項
中
「
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
生
き
て
い
る
豚
又
は
豚
肉
等
の
こ
れ
ら
の
規
定
」
を
「
に
規
定
す
る
豚

肉
等
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
豚
肉
等
」
と
い
う
。
）
の
同
条
第
一
項
」
に
、
「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
四
項

」
に
改
め
、
「
第
十
四
条
第
一
項
中
」
の
下
に
「
「
法
の
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
条
の
六

第
一
項
に
規
定
す
る
豚
肉
等
」
と
、
」
を
加
え
、
「
「
法
第
七
条
の
六
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
生
き
て
い
る
豚
」

を
「
「
関
税
定
率
法
別
表
第
○
一
○
三
・
九
二
号
に
掲
げ
る
豚
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
生
き
て
い
る
豚
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
、
「
法
第
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
輸
入
数
量
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
輸
入
数
量
」
と
」
を
削
り
、
「
同
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
又
は
第

三
項
」
を
「
法
第
七
条
の
六
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
、
「
同
項
に
規
定
す
る
発
動
日
」

と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
二
項
に
係
る
発
動
日
又
は
同
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
重
複
期
間
の
開
始

の
日
」
と
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
条
の
六
第
六
項
」
を
「
第
七
条
の
六
第
四
項
」
に
改
め
、
「
法
第
七
条
の
六

第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
生
き
て
い
る
豚
又
は
」
を
削
り
、
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
を
「
法
第
七
条
の
六
第
一
項
」
に



改
め
、
「
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
過
去
三
年
度
又
は
」
を
削
り
、
「
輸
入
数
量
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定

す
る
生
き
て
い
る
豚
又
は
」
を
「
輸
入
数
量
は
、
」
に
改
め
、
「
貿
易
統
計
に
計
上
さ
れ
た
月
ご
と
の
数
量
（
当
該
生
き
て

い
る
豚
に
あ
つ
て
は
、
当
該
豚
に
係
る
数
量
を
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
数
量
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
順
次
加
算
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
量
又
は
」
を
削
り
、
「
年
ご
と
の
数
量
」
を
「
年
ご
と
の
数

量
（
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
別
表
（
以
下
「
関
税
率
表
」
と
い
う
。
）
第
○
一
○
三
・
九
二
号

に
掲
げ
る
豚
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
生
き
て
い
る
豚
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、

当
該
生
き
て
い
る
豚
に
係
る
数
量
を
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
数
量
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
同
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
「
同
項
又
は
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
生
き
て
い
る
豚
又
は
」
を
削
り
、
「
こ
れ
ら
の
数
量
」
を
「
当
該
数
量
」
に
改
め
、
「
同
条
第
一
項

又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
生
き
て
い
る
豚
又
は
」
及
び
「
、
統
計
計
上
数
量
が
貿
易
統
計
に
計
上
さ
れ
る
方
法
に
準
じ
て
月

ご
と
に
集
計
し
、
こ
れ
を
順
次
加
算
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
量
又
は
統
計
計
上
数
量
を
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

「
第
七
条
の
六
第
五
項
」
を
「
第
七
条
の
六
第
三
項
」
に
、
「
第
七
条
の
六
第
六
項
」
を
「
第
七
条
の
六
第
四
項
」
に
改
め

、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
条
の
四
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
「
第
十
条
の
四
第
三
項
又
は
第
四
項
」
に
改
め
、
「
法
第



七
条
の
六
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
生
き
て
い
る
豚
又
は
」
及
び
「
又
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
協
定
」
を
削
り
、
「
そ

れ
ぞ
れ
当
該
」
を
「
当
該
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
二
た
だ
し
書
中
「
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
属
す
る
年

度
（
以
下
「
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
発
効
年
度
」
と
い
う
。
）
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経
過
し
た
日
」

を
「
令
和
四
年
四
月
一
日
」
に
改
め
、
「
十
三
の
項
ま
で
」
の
下
に
「
、
三
十
八
の
項
及
び
四
十
五
の
項
」
を
加
え
、
「
（

明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
」
を
削
り
、
「
関
税
定
率
法
別
表
（
以
下
「
関
税
率
表
」
と
い
う
。
）
」
を
「
関
税
率

表
」
に
改
め
、
「
以
下
こ
の
条
並
び
に
」
及
び
「
し
、
欧
州
連
合
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
属
す
る
年
度
（
以
下
「
欧
州
連

合
協
定
発
効
年
度
」
と
い
う
。
）
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経
過
し
た
日
以
後
に
お
い
て
は
、
同
表
の
三
十
八
の
項
の

下
欄
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
課
税
価
格
が
基
準
価
格
以
上
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
協
定
の
効

力
発
生
の
日
の
属
す
る
年
度
（
以
下
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
協
定
発
効
年
度
」
と
い
う
。
）
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経

過
し
た
日
以
後
に
お
い
て
は
、
同
表
の
四
十
五
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
課
税
価
格
が
基
準
価
格
以
上
の

も
の
に
限
る
も
の
と
」
を
削
る
。

第
十
九
条
の
三
の
表
中
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
協
定
発
効
年
度
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経
過
し
た
日
」
を
「
令
和
五



年
四
月
一
日
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
四
第
二
項
中
「
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
発
効
年
度
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
た
日

か
ら
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
発
効
年
度
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は

、
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
適
用
牛
肉
に
係
る
法
第
七
条
の
八
第
一
項
」
を
「
令
和
十
年
度
か
ら
令
和
十
四
年
度

ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
適
用
牛
肉
に
つ
い
て
、
法
第
七
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す

る
輸
入
数
量
が
同
項
に
規
定
す
る
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
に
は
、
同
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
号
」
の

下
に
「
並
び
に
前
項
第
四
号
」
を
加
え
、
「
、
前
項
中
「
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
発
効
年
度
」
と
あ
る
の
は
「

欧
州
連
合
協
定
発
効
年
度
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
合
計
輸
入
数
量
」
と
あ
る
の
は
「
欧
州
連
合
協
定
適
用
牛
肉
の
輸
入
数

量
」
と
」
及
び
「
、
前
項
中
「
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
発
効
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
協
定
発

効
年
度
」
と
、
「
十
年
」
と
あ
る
の
は
「
九
年
」
と
、
「
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
四
年
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
合
計

輸
入
数
量
」
と
あ
る
の
は
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
協
定
適
用
牛
肉
の
輸
入
数
量
」
と
」
を
削
る
。

第
十
九
条
の
八
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
の
効
力
発
生
の
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
協
定
発
効
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
度
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
発
効
年
度
」
と
い



う
。
）
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
」
に
、
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
発
効
年
度
に
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
に
」
に
、
「
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
発
効
日
）
」
を
「
平
成
二
十
七
年
一
月
十
五
日
）
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
発

効
年
度
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
」
に
、
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
発
効
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
一
月
十
五
日
」
に
改
め

、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
協
定
」
、
「
そ
れ
ぞ
れ
」
及
び
「
、
四
十
五
の
項
及
び
四
十
六
の
項
」
を
削
る
。

第
十
九
条
の
十
第
三
項
中
「
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
適
用
牛
肉
に
つ
い
て
は
、
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進

的
協
定
発
効
年
度
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
た
日
か
ら
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
発
効
年
度
の
初
日

か
ら
起
算
し
て
十
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
」
を
「
令
和
十
年
度
か
ら
令
和
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

別
表
第
一
の
四
の
項
中
「
（
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
（
十

四
の
項
に
お
い
て
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
発
効
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、

同
表
の
五
の
項
中
「
（
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
が
カ
ナ
ダ
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
（
以
下
こ
の
表
に
お
い

て
「
カ
ナ
ダ
発
効
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
六
の
項
中
「
（
環

太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
（
十
六
の
項
に
お
い
て
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル



発
効
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
八
の
項
中
「
（
環
太
平
洋
包
括

的
及
び
先
進
的
協
定
が
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
（
十
八
の
項
、
二
十
八
の
項
及
び
三
十
五
の
項
に

お
い
て
「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
発
効
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の

十
の
項
中
「
（
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
が
ベ
ト
ナ
ム
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
（
二
十
の
項
及
び
三
十
一
の

項
に
お
い
て
「
ベ
ト
ナ
ム
発
効
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
十
三

の
項
中
「
（
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
が
メ
キ
シ
コ
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
（
二
十
三
の
項
に
お
い
て
「
メ

キ
シ
コ
発
効
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
十
四
の
項
中
「
（
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
発
効
日
以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
十
五
の
項
中
「
（
カ
ナ
ダ
発
効
日

以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
十
六
の
項
中
「
（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
発
効
日
以
後
に
輸
入

申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
十
八
の
項
中
「
（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
発
効
日
以
後
に
輸
入
申
告
が

さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
二
十
の
項
中
「
（
ベ
ト
ナ
ム
発
効
日
以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
二
十
三
の
項
中
「
（
メ
キ
シ
コ
発
効
日
以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削

り
、
同
表
の
二
十
七
の
項
中
「
（
カ
ナ
ダ
発
効
日
以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
二
十



八
の
項
中
「
（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
発
効
日
以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
二
十
九
の

項
中
「
（
カ
ナ
ダ
発
効
日
以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
三
十
一
の
項
中
「
（
ベ
ト
ナ

ム
発
効
日
以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
三
十
三
の
項
中
「
（
カ
ナ
ダ
発
効
日
以
後
に

輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
三
十
五
の
項
中
「
（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
発
効
日
以
後
に
輸
入

申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
三
十
六
の
項
中
「
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
発
効
年
度
の

初
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経
過
し
た
日
」
を
「
令
和
四
年
四
月
一
日
」
に
改
め
、
同
表
の
四
十
三
の
項
中
「
欧
州
連
合
協

定
発
効
年
度
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経
過
し
た
日
」
を
「
令
和
四
年
四
月
一
日
」
に
改
め
、
同
表
の
五
十
の
項
中
「

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
協
定
発
効
年
度
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
日
」
を
「
令
和
四
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る
。

（
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
○
四
○
一
・
一
○
号
、
第
○
四
○
一
・
二
○
号
、
第
○
四
○
一
・
四
○
号
、
第
○
四
○
一
・
五
○
号
、
第
○
四
○

三
・
一
○
号
、
第
○
四
○
三
・
九
○
号
、
第
○
四
○
四
・
九
○
号
、
第
一
八
○
六
・
二
○
号
、
第
一
八
○
六
・
九
○
号
、
第

一
九
○
一
・
一
○
号
、
第
一
九
○
一
・
二
○
号
、
第
一
九
○
一
・
九
○
号
、
第
二
一
○
一
・
一
二
号
、
第
二
一
○
一
・
二
○



号
、
第
二
一
○
六
・
一
○
号
及
び
第
二
一
○
六
・
九
○
号
の
項
、
第
○
四
○
二
・
一
○
号
、
第
○
四
○
二
・
二
一
号
及
び
第

○
四
○
二
・
二
九
号
の
項
、
第
○
四
○
二
・
一
○
号
及
び
第
○
四
○
二
・
二
一
号
の
項
、
第
○
四
○
二
・
九
一
号
の
項
、
第

○
四
○
四
・
一
○
号
の
項
、
第
○
四
○
四
・
一
○
号
及
び
第
○
四
○
四
・
九
○
号
の
項
並
び
に
第
○
四
○
五
・
一
○
号
及
び

第
○
四
○
五
・
九
○
号
の
項
中
「
平
成
三
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
二
年
四
月
一
日
か

ら
令
和
三
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
第
○
四
○
六
・
一
○
号
、
第
○
四
○
六
・
四
○
号
及
び
第
○
四
○
六
・
九
○
号
の
項
中
「
平
成
三
一
年
四
月
一
日
か

ら
令
和
二
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
、
「
四
六
、
二
○
○
ト

ン
」
を
「
四
八
、
一
○
○
ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
○
七
一
三
・
一
○
号
、
第
○
七
一
三
・
三
二
号
、
第
○
七
一
三
・
三
三
号
、
第
○
七
一
三
・
三
四
号
、
第
○
七
一

三
・
三
五
号
、
第
○
七
一
三
・
三
九
号
、
第
○
七
一
三
・
五
○
号
、
第
○
七
一
三
・
六
○
号
及
び
第
○
七
一
三
・
九
○
号
の

項
中
「
平
成
三
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
一
日

ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
○
○
五
・
九
○
号
の
項
中
「
平
成
三
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
二
年
四
月



一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
、
「
四
、
一
七
七
、
六
○
○
ト
ン
」
を
「
四
、
一
九
五
、
四
○
○
ト
ン
」
に
、

「
三
七
七
、
一
○
○
ト
ン
」
を
「
三
六
五
、
二
○
○
ト
ン
」
に
、
「
一
二
四
、
四
○
○
ト
ン
」
を
「
一
○
六
、
六
○
○
ト
ン

」
に
、
「
九
一
、
一
○
○
ト
ン
」
を
「
一
○
○
、
八
○
○
ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
一
○
七
・
一
○
号
及
び
第
一
一
○
七
・
二
○
号
の
項
中
「
令
和
元
年
一
○
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
一
日

ま
で
」
を
「
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
○
日
ま
で
」
に
、
「
二
四
二
、
九
○
○
ト
ン
」
を
「
二
六
八
、
八
○
○

ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
一
○
八
・
一
二
号
、
第
一
一
○
八
・
一
三
号
、
第
一
一
○
八
・
一
四
号
、
第
一
一
○
八
・
一
九
号
、
第
一
一
○

八
・
二
○
号
、
第
一
九
○
一
・
二
○
号
及
び
第
一
九
○
一
・
九
○
号
の
項
、
第
一
二
○
二
・
三
○
号
、
第
一
二
○
二
・
四
一

号
及
び
第
一
二
○
二
・
四
二
号
の
項
並
び
に
第
一
二
一
二
・
九
九
号
の
項
中
「
平
成
三
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月

三
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
八
○
六
・
二
○
号
の
項
中
「
平
成
三
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
二
年
四
月

一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
、
「
一
一
、
○
○
○
ト
ン
」
を
「
八
、
五
○
○
ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
○
○
二
・
九
○
号
の
項
中
「
平
成
三
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
二
年
四
月



一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
、
「
三
七
、
八
○
○
ト
ン
」
を
「
三
七
、
○
○
○
ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
○
○
八
・
二
○
号
の
項
中
「
平
成
三
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
二
年
四
月

一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
、
「
三
八
、
八
○
○
ト
ン
」
を
「
三
八
、
二
○
○
ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
一
○
六
・
九
○
号
の
項
、
第
四
一
○
一
・
二
○
号
、
第
四
一
○
一
・
五
○
号
、
第
四
一
○
一
・
九
○
号
、
第
四

一
○
四
・
一
一
号
、
第
四
一
○
四
・
一
九
号
、
第
四
一
○
四
・
四
一
号
、
第
四
一
○
四
・
四
九
号
、
第
四
一
○
七
・
一
一
号

、
第
四
一
○
七
・
一
二
号
、
第
四
一
○
七
・
一
九
号
、
第
四
一
○
七
・
九
一
号
、
第
四
一
○
七
・
九
二
号
及
び
第
四
一
○
七

・
九
九
号
の
項
、
第
四
一
○
五
・
三
○
号
、
第
四
一
○
六
・
二
二
号
、
第
四
一
一
二
・
○
○
号
及
び
第
四
一
一
三
・
一
○
号

の
項
、
第
五
○
○
一
・
○
○
号
及
び
第
五
○
○
二
・
○
○
号
の
項
並
び
に
第
六
四
○
三
・
二
○
号
、
第
六
四
○
三
・
四
○
号

、
第
六
四
○
三
・
五
一
号
、
第
六
四
○
三
・
五
九
号
、
第
六
四
○
三
・
九
一
号
、
第
六
四
○
三
・
九
九
号
、
第
六
四
○
四
・

一
九
号
、
第
六
四
○
四
・
二
○
号
、
第
六
四
○
五
・
一
○
号
及
び
第
六
四
○
五
・
九
○
号
の
項
中
「
平
成
三
一
年
四
月
一
日

か
ら
令
和
二
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
二
百



二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
二
号
ト
中
「
第
四
○
号
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
四
○
号
の
三
」
を
加
え
、
「
又
は
第
九
三
号
」
を
「
、

第
九
三
号
、
第
一
○
○
号
、
第
一
○
五
号
、
第
一
○
七
号
又
は
第
一
一
一
号
（
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位

に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
九
号
。
以
下
「

国
連
軍
協
定
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安

全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴

う
関
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
十
二
号
。
以
下
「
地
位
協
定
特
例
法
」
と
い
う
。
）

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
七
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
七
の
三

関
税
法
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出

別
表
第
九
九
号
中
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び

区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
十
二
号
。
以
下
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
第
十
五
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及



び
第
十
一
項
」
を
、
「
同
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
九
項
」
を
加
え
、
「
）
及
び
」
を
「
）
並
び
に
」
に
改
め
、
「
（

公
用
船
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

別
表
中
第
一
○
二
号
を
第
一
一
四
号
と
し
、
第
一
○
一
号
中
「
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協

定
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
」
を
「
国
連
軍
協
定

特
例
法
」
に
改
め
、
「
第
十
五
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
十
一
項
」
を
、
「
同
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
九
項
」

を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、
「
（
船
舶
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の

地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
」
を
「
、
国
連
軍
協
定
特
例
法
」
に
、
「
乗

組
員
氏
名
表
の
提
出
（
船
舶
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
乗
組
員
氏
名
表
の
提
出
、
国
連
軍
協
定
特
例
法
第
四
条
に
お

い
て
準
用
す
る
地
位
協
定
特
例
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
又
は
国
連
軍
協
定
特
例
法
第
四
条
に
お
い
て
準
用

す
る
地
位
協
定
特
例
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
関
税
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
申
告
」
に
改
め

、
同
号
を
第
一
一
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一
一
二

日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
等
の
臨
時
特
例

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
二
十
八
号
。
以
下
「
国
連
軍
協
定
特
例
法
施
行
令



」
と
い
う
。
）
第
二
条
（
と
ん
税
等
の
免
除
手
続
）
に
お
い
て
準
用
す
る
地
位
協
定
特
例
法
施
行
令
第

二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
添
付

一
一
三

国
連
軍
協
定
特
例
法
施
行
令
第
三
条
（
関
税
の
免
除
手
続
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
地
位
協
定
特
例
法

施
行
令
第
三
条
第
四
項
（
後
段
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
提
出
若
し
く
は
契
約
書
の
写
し

若
し
く
は
書
類
の
添
付
、
国
連
軍
協
定
特
例
法
施
行
令
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
位
協
定
特
例
法

施
行
令
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
船
荷
証
券
の
提
示
若
し
く
は
書
類
の
提
出
又
は
国
連
軍
協
定
特
例
法
施

行
令
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
位
協
定
特
例
法
施
行
令
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
書

若
し
く
は
書
類
の
添
付

別
表
第
一
○
○
号
中
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及

び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）
」
を
「
地
位
協
定
特
例
法
施
行
令
」
に
改
め
、
同
号
を
第
一
○
三
号
と

し
、
同
号
の
次
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

一
○
四

地
位
協
定
特
例
法
施
行
令
第
四
条
第
二
項
（
合
衆
国
軍
隊
へ
の
引
渡
し
等
の
証
明
）
の
規
定
に
よ
る
証



明
書
の
提
出

一
○
五

地
位
協
定
特
例
法
施
行
令
第
五
条
（
免
税
物
品
の
滅
失
の
承
認
の
申
請
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
書

の
提
出

一
○
六

地
位
協
定
特
例
法
施
行
令
第
六
条
（
検
査
免
除
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
船
荷
証
券
の
提
示
又
は
書
類

の
提
出

一
○
七

地
位
協
定
特
例
法
施
行
令
第
七
条
第
一
項
（
手
入
等
の
た
め
の
倉
庫
等
の
承
認
の
申
請
手
続
等
）
の
規

定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
書
の
写
し
又
は
書
類
及
び
図
面
の

添
付

一
○
八

地
位
協
定
特
例
法
施
行
令
第
八
条
第
一
項
（
製
品
等
の
検
査
）
の
規
定
に
よ
る
申
告
又
は
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
製
品
検
査
書
の
添
付

一
○
九

地
位
協
定
特
例
法
施
行
令
第
九
条
（
製
品
等
の
搬
出
入
の
届
出
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
届
出

一
一
○

地
位
協
定
特
例
法
施
行
令
第
十
三
条
第
二
項
（
免
税
物
品
の
譲
受
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
契
約
書
又
は

書
類
の
添
付



別
表
第
九
九
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

一
○
○

地
位
協
定
特
例
法
第
十
一
条
第
一
項
（
関
税
免
除
物
品
の
譲
渡
の
制
限
）
の
規
定
に
よ
る
申
告

一
○
一

地
位
協
定
特
例
法
第
十
二
条
第
一
項
（
免
税
物
品
の
譲
受
の
際
の
関
税
の
徴
収
等
）
の
規
定
に
よ
り
適

用
さ
れ
る
関
税
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
申
告

一
○
二

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区

域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
臨
時
特

例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
百
二
十
五
号
。
以
下
「
地
位
協
定
特
例
法
施
行
令

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
（
と
ん
税
等
の
免
除
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
添
付

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か

ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
関
税
法
施
行
令
附
則
の
改
正
規
定
、
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
並
び
に
第
七
条
中
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ

る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
四
七
号
の
二
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定

令
和
二



年
十
月
一
日

二

第
七
条
中
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
ト

の
改
正
規
定
（
「
第
四
○
号
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
四
○
号
の
三
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）

令
和
三
年
一
月
十
七
日


